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１【提出理由】

　当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

　主要株主となるもの　　サイブリッジグループ株式会社

　

(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
　

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 817個 9.51％

異動後 895個 10.41％
 

（注）１．異動前の総株主等の議決権の数に対する割合は、平成30年３月31日現在の発行済株式総数859,398株から議

決権を有しない株式数598株を控除した総株主の議決権の数8,588個を基に算出しております。

　　　２．異動後の総株主等の議決権の数に対する割合は、異動前の総株主の議決権の数8,588個に、平成30年５月15

日付で新株予約権の行使により増加した株式数に係る議決権の数９個を加算して算出した議決権の数8,597個

を基準に算出しております。

３．議決権の数は、異動前については当社の株主名簿管理人より受領した平成30年３月31日現在の当社株主名

簿により確認し、異動後については平成30年５月28日付で当該株主より提出された大量保有報告書（変更報

告書）に基づいて記載しており、当社として当該株主名義の実質所有株式数の確認ができたものではありま

せん。

　

(3) 当該異動の年月日

　　平成30年５月23日

 
(4) その他の事項

　　当該異動の経緯

平成30年５月28日付で当該株主より関東財務局に提出された大量保有報告書（変更報告書）により、当社は主要

株主の異動を確認いたしました。

 
(5) 本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

　　資本金の額　　　　　　　　　210,939千円

　　発行済株式総数　普通株式　　860,328株
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